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(57)【要約】
【課題】軟質の回転伝達線材と硬質の回転伝達線材が直
列につながれた構成を有している場合に、その回転動作
が可撓性ガイド管内で基端側から先端側にスムーズに伝
達される内視鏡の回転伝達機構を提供すること。
【解決手段】回転伝達線材９として、軟質の回転伝達線
材９Ｂと硬質の回転伝達線材９Ａが直列につながれると
共に、硬質の回転伝達線材９Ａの外周面と可撓性ガイド
管１０（１０Ａ）の内周面との間の隙間が、軟質の回転
伝達線材９Ｂの外周面と可撓性ガイド管１０（１０Ａ，
１０Ｂ）の内周面との間の隙間より大きく形成されてい
る。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する挿入部内の略全長にわたって配置された可撓性ガイド管内に、上記挿入
部の基端に連結された操作部側から回転操作される可撓性の回転伝達線材が軸線周り方向
に回転自在に挿通されて、上記挿入部の先端内に回転自在に配置された被操作部材に上記
回転伝達線材の先端が連結された構成を有する内視鏡の回転伝達機構において、
　上記回転伝達線材として、軟質の回転伝達線材と硬質の回転伝達線材が直列につながれ
ると共に、上記硬質の回転伝達線材の外周面と上記可撓性ガイド管の内周面との間の隙間
が、上記軟質の回転伝達線材の外周面と上記可撓性ガイド管の内周面との間の隙間より大
きく形成されていることを特徴とする内視鏡の回転伝達機構。
【請求項２】
　可撓性を有する挿入部の先端側の部分に、上記操作部からの遠隔操作により屈曲する湾
曲部が設けられて、上記軟質の回転伝達線材が上記湾曲部内に位置する領域に配置されて
、上記硬質の回転伝達線材が上記湾曲部外に位置する領域のみに配置されている請求項１
記載の内視鏡の回転伝達機構。
【請求項３】
　上記軟質の回転伝達線材と硬質の回転伝達線材との硬さの相違が、上記各線材の素線径
や撚り数を相違させることで形成されている請求項１又は２記載の内視鏡の回転伝達機構
。
【請求項４】
　上記可撓性ガイド管が、上記回転伝達線材全体を緩く被覆するガイドチューブと、上記
軟質の回転伝達線材部分のみを被覆するように上記ガイドチューブに内挿されたコイルパ
イプとを備えている請求項１ないし３のいずれかの項に記載の内視鏡の回転伝達機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は内視鏡の回転伝達機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　対物光学系の焦点距離を可変にしたいわゆるズーム機能を有する内視鏡等においては、
可撓性を有する挿入部内の略全長にわたって配置された可撓性ガイド管内に、挿入部の基
端に連結された操作部側から回転操作される可撓性の回転伝達線材が軸線周り方向に回転
自在に挿通されている。
【０００３】
　そして、挿入部の先端内に回転自在に配置された被操作部材（ズーム作動機構等）に回
転伝達線材の先端が連結され、回転伝達線材を操作部側からモータ駆動又は手動等で軸線
周り方向に回転操作すると、回転伝達線材を介して先端の被操作部材が回転して対物光学
系の焦点距離が変化するようになっている（例えば、特許文献１、２）。
【特許文献１】特開２０００－１１１８０６
【特許文献２】特開２００２－６５５７９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された発明においては、回転伝達線材が可撓性ガイド管内に単純に挿
通配置された構成になっているだけなので、挿入部の先端部分に設けられた湾曲部が遠隔
操作により小さな曲率半径で屈曲させられると、その部分で回転伝達線材の回転動作に対
する抵抗が増大して、回転動作が基端側から先端側にスムーズに伝達されなくなる場合が
ある。
【０００５】
　そこで、特許文献２に記載された発明では、回転伝達線材として、湾曲部内に位置する
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細くて柔軟な線材と湾曲部外に位置する太くて硬い線材とを直列につないで、可撓性ガイ
ド部材の径もそれに合わせて変化させている。
【０００６】
　しかし、特許文献１、２等に記載された従来の内視鏡の回転伝達機構においては、回転
伝達線材の外周面と可撓性ガイド管の内周面との間の隙間の大きさが全体に均一であるか
、或いは、柔軟な回転伝達線材が用いられている湾曲部内に位置する部分の方が大きな隙
間を有している。
【０００７】
　そのため、図４に示されるように、回転伝達線材Ｗが柔軟な部分では、回転駆動される
回転伝達線剤Ｗが可撓性ガイド管Ｇ内で捩じられて波うった形状になり、回転伝達に遅れ
が発生してしまう。
【０００８】
　また、図５に示されるように、回転伝達線材Ｗが硬い部分では、可撓性ガイド管Ｇが曲
がった状態の時に、回転伝達線材Ｗに大きな接触抵抗が発生して、スムーズな回転伝達が
行われない場合がある。
【０００９】
　本発明は、軟質の回転伝達線材と硬質の回転伝達線材が直列につながれた構成を有して
いる場合に、その回転動作が可撓性ガイド管内で基端側から先端側にスムーズに伝達され
る内視鏡の回転伝達機構を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡の回転伝達機構は、可撓性を有する挿入部
内の略全長にわたって配置された可撓性ガイド管内に、挿入部の基端に連結された操作部
側から回転操作される可撓性の回転伝達線材が軸線周り方向に回転自在に挿通されて、挿
入部の先端内に回転自在に配置された被操作部材に回転伝達線材の先端が連結された構成
を有する内視鏡の回転伝達機構において、回転伝達線材として、軟質の回転伝達線材と硬
質の回転伝達線材が直列につながれると共に、硬質の回転伝達線材の外周面と可撓性ガイ
ド管の内周面との間の隙間が、軟質の回転伝達線材の外周面と可撓性ガイド管の内周面と
の間の隙間より大きく形成されているものである。
【００１１】
　なお、可撓性を有する挿入部の先端側の部分に、操作部からの遠隔操作により屈曲する
湾曲部が設けられて、軟質の回転伝達線材が湾曲部内に位置する領域に配置されて、硬質
の回転伝達線材が湾曲部外に位置する領域のみに配置されていてもよい。
【００１２】
　また、軟質の回転伝達線材と硬質の回転伝達線材との硬さの相違が、各線材の素線径や
撚り数を相違させることで形成されていてもよく、可撓性ガイド管が、回転伝達線材全体
を緩く被覆するガイドチューブと、軟質の回転伝達線材部分のみを被覆するようにガイド
チューブに内挿されたコイルパイプとを備えていてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、硬質の回転伝達線材の外周面と可撓性ガイド管の内周面との間の隙間
が、軟質の回転伝達線材の外周面と可撓性ガイド管の内周面との間の隙間より大きく形成
されていることにより、軟質の回転伝達線材と硬質の回転伝達線材が直列につながれた構
成を有していても、その回転動作が可撓性ガイド管内で基端側から先端側にスムーズに伝
達される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　可撓性を有する挿入部内の略全長にわたって配置された可撓性ガイド管内に、挿入部の
基端に連結された操作部側から回転操作される可撓性の回転伝達線材が軸線周り方向に回
転自在に挿通されて、挿入部の先端内に回転自在に配置された被操作部材に回転伝達線材
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の先端が連結された構成を有する内視鏡の回転伝達機構において、回転伝達線材として、
軟質の回転伝達線材と硬質の回転伝達線材が直列につながれると共に、硬質の回転伝達線
材の外周面と可撓性ガイド管の内周面との間の隙間が、軟質の回転伝達線材の外周面と可
撓性ガイド管の内周面との間の隙間より大きく形成されている。
【実施例】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図３は内視鏡の全体構成を示しており、可撓性の挿入部１の基端には各種操作を行うた
めの操作部２が連結されている。
【００１６】
　挿入部１の先端側の部分には屈曲自在な湾曲部３が形成されていて、操作部２に配置さ
れた湾曲操作ノブ４を回転操作することにより、二点鎖線で示されるように、湾曲部３を
任意の方向に任意の角度だけ屈曲させることができる。
【００１７】
　挿入部１の最先端面に配置された観察窓５の奥にはズーム機能を有する対物光学装置６
が内蔵されており、そこで撮像された観察像信号が、挿入部１内に挿通配置された可撓性
の信号ケーブル７で伝送される。
【００１８】
　８は、回転動作自在に対物光学装置６に付設されたズーム作動機構部（被操作部材）で
あり、挿入部１内に挿通配置された可撓性の回転伝達ワイヤ９（回転伝達線材）の先端が
連結されている。
【００１９】
　例えば回転伝達性のよいトルクワイヤ等で形成された回転伝達ワイヤ９は、可撓性ガイ
ド管１０内に軸線周り方向に回転自在に挿通配置されている。可撓性ガイド管１０の基端
は操作部２内に固定され、先端はズーム作動機構部８に固定されている。
【００２０】
　操作部２内には、回転伝達ワイヤ９を基端側から回転操作するための駆動モータ１１が
配置されていて、駆動モータ１１が回転するとその回転運動が回転伝達ワイヤ９を介して
ズーム作動機構部８に伝達される。
【００２１】
　そして、ズーム作動機構部８が回転駆動されると、それによって対物光学装置６内のレ
ンズ系の焦点距離が変化して、観察倍率が変化するいわゆるズーミングが行われる。１２
は、駆動モータ１１を停止状態と任意方向への回転状態に切換操作するために操作部２に
設けられたズーム操作部材である。
【００２２】
　図１及び図２は、可撓性ガイド管１０とそれに挿通された回転伝達ワイヤ９とを拡大し
て示している。図１は真っ直ぐな状態、図２は屈曲した状態である。回転伝達ワイヤ９と
しては、硬質の回転伝達ワイヤ９Ａと軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂが直列に一本につながれ
て用いられている。
【００２３】
　そのような硬質の回転伝達ワイヤ９Ａ及び軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂとしては共に、例
えば回転伝達性のよいトルクワイヤが用いられていて、外径が略同じ寸法に揃えられてい
る。ただし、両ワイヤ９Ａ，９Ｂの外径寸法が相違していてもよい。
【００２４】
　硬質の回転伝達ワイヤ９Ａ及び軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂは共に、例えば複数の素線を
撚り合わせて形成された撚り線であり、両ワイヤ９Ａ，９Ｂの素線径及び／又は撚り数等
を相違させることで硬さの相違が形成されている。
【００２５】
　そして、軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂが湾曲部３内に位置する領域に配置されていて、硬
質の回転伝達ワイヤ９Ａが湾曲部３外に位置する領域のみに配置されている。より具体的
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には、硬質の回転伝達ワイヤ９Ａと軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂとの境界が湾曲部３の後端
より僅かに後側に位置していて、その境界より後方位置では全て硬質の回転伝達ワイヤ９
Ａになっている。
【００２６】
　可撓性ガイド管１０は、回転伝達ワイヤ９全体を緩く被覆する例えば四フッ化エチレン
樹脂チューブ等のような可撓性チューブからなるガイドチューブ１０Ａと、軟質の回転伝
達ワイヤ９Ｂ部分のみを被覆するようにガイドチューブ１０Ａに内挿されたコイルパイプ
１０Ｂとを備えている。なお、コイルパイプ１０Ｂの後端位置が硬質の回転伝達ワイヤ９
Ａ側にかからないことが望ましい。
【００２７】
　なお、挿入部１内及び湾曲部３内に配置されている部材に塗布されている二硫化モリブ
デン粉末等のような減磨剤が、可撓性ガイド管１０内から対物光学装置６内に入り込むこ
とがないように、ガイドチューブ１０Ａとしては全面にわたって隙間のない材料を用いる
のがよい。
【００２８】
　コイルパイプ１０Ｂは、例えばステンレス鋼線材を、外面がガイドチューブ１０Ａの内
面に密接する程度の一定の径で密着巻きしたものであり、柔軟な可撓性を有していて軸線
方向に圧縮されることがない。
【００２９】
　コイルパイプ１０Ｂの内径寸法は、その内周面と軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂの外周面と
の間に僅かな隙間（例えば、０．０５～０．２ｍｍ程度）ができる程度の寸法に形成され
ている。
【００３０】
　一方硬質の回転伝達ワイヤ９Ａが位置する領域では、可撓性ガイド管１０がガイドチュ
ーブ１０Ａのみで構成されているので、硬質の回転伝達ワイヤ９Ａの外周面と可撓性ガイ
ド管１０の内周面との間の隙間が、軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂの外周面と可撓性ガイド管
１０の内周面との間の隙間より大きくなっている。
【００３１】
　このように構成された内視鏡の回転伝達機構においては、図２に示されるように、湾曲
部３が小さな曲率半径に屈曲された状態になっても、湾曲部３内には軟質の回転伝達ワイ
ヤ９Ｂが位置しているので、回転伝達ワイヤ９の回転動作に対する抵抗が幾らも増大しな
い。
【００３２】
　そして、その軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂの外周面とコイルパイプ１０Ｂの内周面との間
の隙間が小さいので、軟質の回転伝達ワイヤ９Ｂが回転駆動された時にコイルパイプ１０
Ｂ内でほとんど波うった形状にならず、回転伝達ワイヤ９の回転動作が先端側にスムーズ
に伝達される。
【００３３】
　また、湾曲部３より後方位置では、硬質の回転伝達ワイヤ９Ａの外周面とガイドチュー
ブ１０Ａの内周面との間の隙間の大きさが十分に大きいので、屈曲状態においても硬質の
回転伝達ワイヤ９Ａとガイドチューブ１０Ａとの間に大きな接触抵抗が発生せず、スムー
ズな回転伝達が行われる。
【００３４】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば、回転伝達ワイヤ９によ
り回転駆動される被操作部材が、ズーム作動機構部８以外の例えばフォーカシング作動機
構又はその他の機構等であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施例の内視鏡の回転伝達機構の部分側面断面図である。
【図２】本発明の実施例の内視鏡の回転伝達機構が挿入部内で屈曲した状態の部分側面断
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【図３】本発明の実施例の内視鏡の全体構成図である。
【図４】従来の内視鏡の回転伝達機構の部分側面断面図である。
【図５】従来の内視鏡の回転伝達機構の他の例の部分側面断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　挿入部
　２　操作部
　３　湾曲部
　８　ズーム作動機構部（被操作部材）
　９　回転伝達ワイヤ（回転伝達線材）
　９Ａ　硬質の回転伝達ワイヤ（硬質の回転伝達線材）
　９Ｂ　軟質の回転伝達ワイヤ（軟質の回転伝達線材）
　１０　可撓性ガイド管
　１０Ａ　ガイドチューブ
　１０Ｂ　コイルパイプ

【図１】 【図２】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月14日(2009.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　そのため、図４に示されるように、回転伝達線材Ｗが柔軟な部分では、回転駆動される
回転伝達線材Ｗが可撓性ガイド管Ｇ内で捩じられて波うった形状になり、回転伝達に遅れ
が発生してしまう。
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